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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、

居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の

一部改正について 

 

標記については、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成

30 年政令第 55 号）」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（平成 30 年厚生労働省令第４号）」、「介護医療

院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 30 年厚生労働省令第５

号）」、「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令（平成 30 年厚生労働

省令第 30 号）」、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の

一部を改正する告示（平成 30 年厚生労働省告示第 78 号）」、「厚生労働大臣が定

める特に業務に従事した経験が必要な者（平成 30 年厚生労働省告示第 79 号）」

及び「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準（平

成 30 年厚生労働省告示第 80 号）」が公布され、平成 30 年４月１日から施行さ

れる。 

これらの制定及び改正等に伴う関係通知の改正の内容については、下記のと

おりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知

徹底を図るとともに、その取り扱いにあたっては遺漏なきよう期されたい。 



なお、介護保険制度における介護医療院の取扱については、介護医療院が介

護老人保健施設と同様に介護保険施設であること等を踏まえ、平成 30 年３月 31

日までに発出された老健局関係通知において、介護医療院の運営等について別

途の通知等が発出されない限り、「介護老人保健施設」とあるのは「介護老人保

健施設又は介護医療院」等と読み替える、「介護保険施設」とあるのは「介護医

療院」を含む介護保険施設として取り扱う等、必要な読替え等を行った上で、

引き続き適用されるものとする。 

 

記 

 

１ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て（平成 12 年３月１日老企第 36 号）の一部改正 

  別紙１のとおり改正する。 

 

２ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービ

ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要す

る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平

成 12 年３月８日老企第 40 号）の一部改正 

  別紙２のとおり改正する。 

 

３ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について（平成 18 年３月 17 日老計発第 0317001 号・老振

発第 0317001 号・老老発第 0317001 号）の一部改正 

  別紙３のとおり改正する。 

 

４ 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地

域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う実施上の留意事項について（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331005 号・老

振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号）の一部改正 

  別紙４のとおり改正する。 

 

５ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

（平成 11 年９月 17 日老企第 25 号）の一部改正 

  別紙５のとおり改正する。 



 

６ 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基

準について（平成 18 年３月 31 日老計発第 0331004 号・老振発第 0331004 号・

老老発第 0331017 号）の一部改正 

  別紙６のとおり改正する。 

 

７ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成 11

年７月 29 日老企第 22 号）の一部改正 

  別紙７のとおり改正する。 

 

８ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について（平成 18 年３

月 31 日老振発 0331003 号、老老発 0331016 号）の一部改正について 

  別紙８のとおり改正する。 

 

９ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成

12 年３月 17 日老企第 43 号）の一部改正 

  別紙９のとおり改正する。 

 

10 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について

（平成 12 年３月 17 日老企第 44 号）の一部改正 

  別紙 10 のとおり改正する。 

 

11 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備

及び運営に関する基準について（平成 12 年３月 17 日老企第 45 号）の一部改

正 

  別紙 11 のとおり改正する。 

 

12 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成 12 年３月

17 日老発第 214 号）の一部改正 

  別紙 12 のとおり改正する。 

 

13 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成 12 年３月 17

日老発第 214 号）の一部改正 

  別紙 13 のとおり改正する。 



 

14 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について（平成 20 年 5 月 30

日老発第 0530002 号）の一部改正 

  別紙 14 のとおり改正する。 

 

15 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支

援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用

の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に

関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定

地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着

型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護

給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について（平成 12 年３

月８日老企第 41 号)の一部改正 

  別紙 15 のとおり改正する。 

 

16 介護給付費請求書等の記載要領について（平成 13 年 11 月 16 日老老発第 31

号）の一部改正 

  別紙 16 のとおり改正する。 

 

17 訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて（平成 12 年３月３

日老企第 55 号）の一部改正 

  別紙 17 のとおり改正する。 

 

18 栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様

式例の提示について（平成 17 年９月７日老老発第 0907002 号）の一部改正 

  別紙 18 のとおり改正する。 

 

19 居宅サービスにおける栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順例

及び様式例の提示について（平成 18 年３月 31 日老老発第 0331009 号）の一

部改正 

  別紙 19 のとおり改正する。 

 

20 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について（平成 18 年９月

11 日老振発 0911001 号、老老発 0911001 号）の一部改正 

  別紙 20 のとおり改正する。 

 



21 指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係

る提出書類の取扱いについて（平成 20 年７月 29 日老振発第 0729002 号）の

一部改正 

  別紙 21 のとおり改正する。 

 

22 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について（平成 21 年

３月 13 日老振発第 0313001 号）の一部改正 

  別紙 22 のとおり改正する。 

 

23 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条

の 37 第１項に定める介護・医療連携推進会議、第 85 条第１項（第 182 条第

１項において準用する場合を含む。）に規定する運営推進会議を活用した評価

の実施等について（平成 27 年 3 月 27 日老振発 0327 第４号、老老発 0327 第

１号）の一部改正 

  別紙 23 のとおり改正する。 

 


